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 （単位：千円）

※企業会計は、収益的支出と資本的支出の合計を記載しています。
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一般会計補正予算（第３号）は、消防庁のシステム更改に伴う
受信設備の整備に係る経費や道路整備事業費の増額につい
て、補正予算を編成するものです。
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■災害対策経費 3,746千円
消防庁のシステム更改に伴い新型の受信設備の整備を行う

■企画経費 1,193千円
三重テラスにおいてPRイベントを実施する

■社会福祉事業 △777千円
多機関協働事業委託の事業費精査により減額する

■町単独道路整備事業 11,000千円
町道笹尾幹線1号線の道路整備事業費を増額する

■国庫支出金 △4,332千円

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金を減額する

■繰越金 4,794千円

財源調整として繰越金を増額する

■町債 14,700千円

緊急防災・減災事業債、緊急自然災害防止対策事業債を増額する

一般会計の歳出予算のポイント

●一般会計
地方公共団体の基本的な経費が中心として計上され、その意味では地方公共

団体存立の目的を達成するために要する経費を経理する会計です。

●特別会計
一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出として区分して別個に処

理するための会計です。

●企業会計
一般的には、株式会社等の民間企業における会計であり、地方財政上は、地方

公営企業法の全部または一部の適用を受ける公営企業の会計です。

一般会計の歳入予算のポイント
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■国民健康保険特別会計 8,854千円

子ども・子育て支援金制度創設に伴いシステムを改修する

■後期高齢者医療特別会計 963千円

子ども・子育て支援金制度創設に伴いシステムを改修する

■介護保険特別会計 770千円

支払基金交付金の確定に伴い超過交付分を返還する

特別会計・企業会計のポイント
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